
号

外�十三
平

成
十
九
年

四

月

一

日

目

次

企
業
管
理
規
程

○
岐
阜
県
公
営
企
業
組
織
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

(

水
道
企
業
課)

一
ペ
ー
ジ

企
業
管
理
規
程

岐
阜
県
公
営
企
業
組
織
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
企
業
管
理
規
程
第
一
号

岐
阜
県
公
営
企
業
組
織
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

(

岐
阜
県
公
営
企
業
組
織
規
程
の
一
部
改
正)

第
一
条

岐
阜
県
公
営
企
業
組
織
規
程(

昭
和
四
十
六
年
岐
阜
県
企
業
管
理
規
程
第
二
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
及
び
第
九
条
中｢

吏
員｣

を｢

職
員｣

に
改
め
る
。

(

岐
阜
県
公
営
企
業
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
改
正)

第
二
条

岐
阜
県
公
営
企
業
事
務
決
裁
規
程(

昭
和
四
十
六
年
岐
阜
県
企
業
管
理
規
程
第
四
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
の
表
都
市
政
策
課
長
の
項
中｢

事
務
吏
員｣

を｢

職
員｣

に
、｢

吏
員)｣

を｢

職
員)｣

に
改
め
、
同
表
水
道
企
業
課
長
の
項
中｢

吏
員｣

を｢

職
員｣

に
改
め
る
。

(

岐
阜
県
公
営
企
業
に
係
る
企
業
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
規
程
の

一
部
改
正)

第
三
条

岐
阜
県
公
営
企
業
に
係
る
企
業
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
規

程(

昭
和
四
十
六
年
岐
阜
県
企
業
管
理
規
程
第
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
中

｢
職
及
び
管
理
職
手
当
の
支
給
割
合
は
、
次
の
表
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。｣

を

｢

職
は
、
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

昭
和

三
十
二
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号
。
以
下｢

勤
務
条
件
規
則｣

と
い
う
。)

第
二
十
四
条
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毎
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(

火
曜
日

金
曜
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発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
十
九
年
四
月
一
日



第
一
項
に
規
定
す
る
別
表
第
一
の
三
に
掲
げ
る
職
と
し
、
当
該
職
を
占
め
る
職
員
に
支
給
す
る
。｣

に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中｢

支
給
割
合｣

を｢

区
分｣

に
改
め
、
同
条
の
表
を
削
り
、
同
条
に
次

の
二
項
を
加
え
る
。

２

勤
務
条
件
規
則
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
別
表
第
一
の
三
に
掲
げ
る
職
に
係
る
管
理
職

手
当
の
区
分
は
、
同
表
の
職
欄
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
区
分
欄
に
定
め
る
区
分
と
す
る
。

３

第
一
項
に
規
定
す
る
職
を
占
め
る
職
員
に
支
給
す
る
管
理
職
手
当
の
額
は
、
当
該
職
員
に
適
用

さ
れ
る
給
料
表
の
別
並
び
に
当
該
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
及
び
当
該
職
に
係
る
前
項
の
規
定
に

よ
る
区
分(

以
下｢

当
該
職
の
区
分｣

と
い
う
。)

に
応
じ
、
勤
務
条
件
規
則
第
二
十
四
条
第
三

項
に
規
定
す
る
別
表
第
一
の
四
の
管
理
職
手
当
額
欄
に
定
め
る
額(

地
方
公
共
団
体
の
一
般
職
の

任
期
付
職
員
の
採
用
に
関
す
る
法
律
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
に
あ
つ
て
は
、
そ

の
額
に
勤
務
条
件
条
例
第
三
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を

同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
そ
の
額
に
一
円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額)

と
す
る
。

第
九
条
中｢

、
休
憩
時
間
及
び
休
息
時
間｣

を｢
及
び
休
憩
時
間｣

に
改
め
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

経
過
措
置)

２

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
公
営
企
業
に
係
る
企
業
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の

他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
規
程
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
管
理
職
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
を
占
め
る
職

員
の
う
ち
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
管
理
職
手
当
額
が
経
過
措
置
基
準
額
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
職

員
に
は
、
当
該
管
理
職
手
当
の
ほ
か
、
当
該
管
理
職
手
当
額
と
経
過
措
置
基
準
額
と
の
差
額
に
相
当

す
る
額
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

(

そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額)

を
管
理
職
手
当
と

し
て
支
給
す
る
。

一

平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

百
分
の
百

二

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

百
分
の
七
十
五

三

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

百
分
の
五
十

四

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

百
分
の
二
十
五

３

前
項
に
規
定
す
る
経
過
措
置
基
準
額
と
は
、
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条

件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則(

平
成
十
九
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第

五
号)

附
則
第
三
項
に
規
定
す
る
額
を
い
う
。
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